
 

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 
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新潟県人事委員会規則第16－３号 

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則 

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則（規則第16－１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

（派遣の対象とならない職員の特例） 

第２条 条例第２条第２項第３号及び第11条第３号

に規定する規則で定める職員は、国家公務員法（昭

和22年法律第120号）第59条第１項の規定により

官職に正式に採用されていた者又は法第22条の規

定により新潟県以外の地方公共団体の職員の職に

正式に採用されていた者であって、引き続き職員

として採用されたものとする。 

（派遣の対象とならない職員の特例） 

第２条 条例第２条第２項第３号及び第11条第３号

に規定する規則で定める職員は、国家公務員法（昭

和22年法律第120号）第59条第１項の規定により

官職に正式に採用されていた者又は法第22条第１

項の規定により新潟県以外の地方公共団体の職員

の職に正式に採用されていた者であって、引き続

き職員として採用されたものとする。 

附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 


